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衆徒が、住職の教導に従わず、次の各号のいずれかに該当する場合、所属

寺院の住職は、総局に対してその衆徒の僧籍削除を申請することができます。

日から起算して60日以内に当該衆徒から異議の申立てがないとき、又

は異議を申立てた正当な理由がないと認めたときは、総局は、当該衆

徒の僧籍を削除し、その氏名等を告示します。
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